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１．要 旨 

令和４年の障害者総合支援法の改正により、障害者本人が就労先及び働き方についてより 

良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力、適性 

等に合った選択を支援する「就労選択支援」が新設され、令和７年１０月１日から施行された。 

このサービスの新設等に伴い、支給申請書等の様式に所要の改正を行うものである。 

 

（１）主な改正内容 

第１号様式、第４号様式、第６号様式中、給付項目に「就労選択支援」等を追加する。 

 

（２）施行日 公布の日から施行する。 

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

・「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」 

（令和４年１２月１６日法律第１０４号）が成立 

 ・総務課において審査済み 

 ３．留意事項（問題点等） 

 当市において「就労選択支援」を実施できる事業所は、現時点で存在しない。 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議付議後、速やかに改正手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 決定 

 


